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は
じ
め
に

近
世
仏
教
の
特
質
を
め
ぐ
る
長
い
研
究
史
の
な
か
で
、
辻
善
之
助
に
よ
る
い
わ
ゆ
る

近
世
仏
教
堕
落
論
が
大
き
な
影
響
力
を
も
ち
、
そ
れ
以
降
の
研
究
が
同
論
の
克
服
を
課

題
と
し
て
き
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る（

1
）。

そ
し
て
、
近
年
で
は
近
世
社
会
の
な
か
で
仏
教
が
果
た
し
た
社
会
的
役
割
を
積
極
的

に
評
価
す
る
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
日
常
生
活
に
お
け
る
仏
教
機
能
の

具
体
的
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
ほ
か（

2
）、
近
世
社
会
の
歴
史
的
特
質
に
着
目

す
る
見
地
か
ら
身
分
制
の
視
点
を
導
入
す
る
研
究
も
活
発
化
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る（
3
）。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
融
通
念
佛
宗
が
近
世
教
団
と
し
て
確
立
し
て
ゆ
く
過

程
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
。
現
在
の
融
通
念
佛
宗
は
総
本
山
を
大
阪
市
平
野
区

所
在
の
大
念
佛
寺
と
し
、
末
寺
が
大
阪
府
・
奈
良
県
を
中
心
と
す
る
約
三
五
○
ヶ
寺
か

ら
な
る
教
団
で
あ
る
。

融
通
念
仏
信
仰
は
中
世
社
会
に
お
い
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
信
仰
と
し
て
知
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
実
態
や
意
義
に
つ
い
て
は
宗
教
民
俗
学
を
中
心
に
膨
大
な
研
究
史
が
積

み
重
ね
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る（

4
）。
し
か
し
、
近
世
の
融
通
念
佛
宗
教
団
や
そ

れ
を
構
成
し
た
信
仰
集
団
の
実
態
に
つ
い
て
本
格
的
な
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い（

5
）。
そ
れ
は
五
来
重
が
か
つ
て
中
世
の

融
通
念
仏
信
仰
と
近
世
の
融
通
念
佛
宗（

6
）は
別
物
と
述
べ
た（

7
）影
響
が
小
さ
く
な
か
っ

近
世
融
通
念
佛
宗
の
成
立
と
民
衆

大
澤

研
一

	

要
旨

近
世
の
融
通
念
佛
宗
は
中
世
社
会
に
広
く
浸
透
し
た
融
通
念
仏
信
仰
を
背
景
に
誕
生
し
た
。
す
で
に
筆
者
は
中
世
の
摂
津
・
河
内
に
展
開
し
た
融
通
念

仏
信
仰
集
団
の
構
造
、
お
よ
び
十
七
世
紀
に
融
通
念
佛
宗
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
教
団
機
構
の
変
遷
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ

る
、
教
団
史
な
視
点
か
ら
の
検
討
が
主
で
あ
っ
た
。

今
回
は
そ
う
し
た
視
点
で
は
な
く
、
融
通
念
仏
信
仰
を
受
容
す
る
側
に
、
民
衆
が
中
近
世
移
行
期
の
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
充
足
を
欲
し
た
の

か
と
い
う
視
点
に
た
ち
、
浄
土
宗
と
の
比
較
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
専
門
僧
に
よ
る
葬
送
や
回
向
の
実
施
に
よ
る
家
の
永
続
の
保
証
と
い
う
民
衆
か
ら
突
き
付
け

ら
れ
た
課
題
へ
の
対
応
が
、
近
世
融
通
念
佛
宗
教
団
が
誕
生
す
る
過
程
に
お
い
て
大
き
な
原
動
力
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
を
示
し
た
。
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た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
両
者
の
関
連
性
に
つ
い
て
具
体
的
か
つ
全
般
的
な
検
討
を

試
み
た
研
究
の
登
場
は
遅
く
、
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
と
稲
城
信
子
に
よ
る
関
連
資
料

の
体
系
的
な
調
査
・
研
究
を
待
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ

う（
8
）。
そ
し
て
そ
こ
で
は
主
に
村
単
位
の
講
集
団
の
寺
院
化
・
組
織
化
と
い
う
観
点

か
ら
融
通
念
佛
宗
の
成
立
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
筆
者
は
中
・
近
世
を
通
し
て
融
通
念
佛
宗
内
で
重
要
な
位
置
を
占
め
続
け
た

六ろ
く
べ
つ
じ

別
時（

9
）と
呼
ば
れ
る
中
本
山
格
の
信
仰
集
団
の
動
向
に
注
目
し
、
中
世
以
来
共
同

で
「
本
寺
」（
大
念
佛
寺
の
前
身
）
を
支
え
て
き
た
六
別
時
が
十
六
世
紀
後
半
以
降
、
徐
々

に
独
立
性
・
自
立
性
を
強
め
て
き
た
「
本
寺
」
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
何
度
か
の
争
論

に
直
面
し
、
そ
れ
を
経
る
な
か
で
「
本
寺
」
の
地
位
が
浮
上
・
確
立
し
、
六
別
時
が
そ

れ
に
従
属
す
る
と
い
う
教
団
の
基
本
的
な
枠
組
み
が
出
来
上
が
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た（

10
）。
つ
ま
り
、
融
通
念
佛
宗
の
確
立
の
た
め
に
は
六
別
時
の
「
克
服
」、
い
わ
ば

教
団
体
質
の
変
革
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
指
摘
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
中
・
近
世
移
行
期
の
諸
宗
教
の
動
向
と
そ
の
特
質
を
検
討
し
た
高
埜
利

彦
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
中
世
か
ら
近
世
へ
の
過
程
で
、
一
国
あ
る
い
は
郡

レ
ベ
ル
の
地
域
組
織
を
も
っ
て
い
た
地
方
本
寺
・
大
社
（
一
宮
）・
一
山
組
織
を
解
体

さ
せ
て
、
本
山
・
本
所
を
中
心
と
し
た
全
国
横
断
的
な
組
織
を
形
成
さ
せ
よ
う
と
し
た

と
こ
ろ
に
、
中
世
で
は
あ
り
え
な
い
近
世
の
権
力
の
性
格
と
、
宗
教
組
織
の
特
質
を
見

出
し
う
る
。
し
か
し
同
時
に
、
全
国
組
織
に
組
み
こ
ま
れ
、
編
入
さ
れ
た
場
合
で
も
、

旧
来
の
組
織
構
造
や
慣
行
、
あ
る
い
は
宗
教
儀
礼
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、

い
わ
ば
「
近
世
の
中
の
中
世
」
と
で
も
呼
べ
る
特
質
に
も
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、

こ
の
特
質
の
解
明
は
今
後
の
課
題
の
一
つ
と
な
ろ
う
」、
と（

11
）。

こ
こ
で
は
、
近
世
権
力
の
存
在
を
背
景
に
組
織
・
体
制
の
改
編
・
整
備
が
目
指
さ
れ

た
各
教
団
に
お
い
て
も
変
質
し
な
か
っ
た
（
或
い
は
変
質
し
に
く
か
っ
た
）
要
素
に
注

目
す
る
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
各
教
団
の
そ
う
し
た
要
素
を
抽
出
し
、
ト
ー
タ
ル

に
分
析
・
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
中
世
ま
で
と
の
比
較
で
近
世
権
力
の
宗
教
政

策
や
近
世
仏
教
の
本
質
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
逆

に
中
・
近
世
移
行
期
に
お
け
る
各
教
団
の
動
向
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
そ
う

し
た
要
素
を
洗
い
出
し
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
そ
の
変
質
し
な
か
っ
た
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ま
さ
に
そ

の
教
団
の
構
造
的
特
質
に
迫
る
こ
と
が
可
能
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
融
通
念
佛
宗
の
場
合
、
中
世
以
来
の
六
別
時
を
研
究
対

象
と
す
べ
き
理
由
が
よ
り
明
確
と
な
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
課
題
と
し
て
、
同
宗
に
従

い
、
そ
の
檀
那
と
な
っ
て
い
っ
た
民
衆
側
の
動
向
を
考
え
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
近
世
教

団
の
確
立
は
教
団
側
の
一
方
的
な
事
情
や
判
断
で
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
民
衆

側
の
動
向
を
受
け
と
め
つ
つ
実
現
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
際
に
注
目
し
た
い
の
が
、
中
近
世
移
行
期
に
お
い
て
民
衆
た
ち
が
仏
教
に
何
を

期
待
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
拙
稿
で
は
、
六
別
時
同
士
の
確
執
や
他

宗
を
交
え
た
争
論
の
な
か
か
ら
大
念
佛
寺
が
本
山
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
く
様

子
（
い
わ
ば
教
団
機
構
の
整
備
の
側
面
）
を
描
い
て
き
た
が
、
民
衆
が
そ
う
し
た
教
団

の
動
向
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
は
考
察
し
て
こ
な
か
っ
た
。
近
年
お

こ
な
わ
れ
た
研
究
史
の
整
理
の
な
か
で
は
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
信
仰
の
移
行
（
律

宗
・
時
宗
→
浄
土
宗
・
真
宗
・
曹
洞
宗
・
真
言
宗
）
が
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

が（
12
）、
そ
う
し
た
問
題
も
民
衆
の
動
向
が
解
明
さ
れ
て
こ
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
教
団
側
の
事
情
で
は
な
く
、
民
衆
側
の
宗
教
的
志
向
に
目
を
向

け
、
併
せ
て
そ
の
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、
近
世
融
通
念
佛

宗
成
立
の
動
き
を
考
え
て
み
た
い
。
私
見
で
は
こ
の
視
点
が
融
通
念
佛
宗
の
近
世
化
を

考
え
る
際
の
ひ
と
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
考
え
て
お
り
、
逆
に
い
え
ば
教
団
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機
構
の
変
遷
だ
け
で
は
、
そ
の
近
世
化
の
意
義
が
充
分
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
る
。
具
体
的
に
は
十
七
世
紀
後
半
に
大
念
佛
寺
が
本
山
と
し
て
の
地
位
を
認
め
ら

れ
、
融
通
念
佛
宗
が
「
成
立
」
し
え
た
背
景
に
は
中
世
以
来
の
教
団
体
制
を
否
定
的
な

目
で
見
つ
め
る
檀
那
の
志
向
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

近
世
仏
教
は
い
う
ま
で
も
な
く
当
該
期
の
社
会
の
動
向
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
ち
な

が
ら
誕
生
し
て
お
り
、
最
近
の
研
究
も
近
世
社
会
の
あ
り
か
た
に
目
を
向
け
つ
つ
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
も
そ
れ
に
な
ら
い
、
民
衆
の
志
向
を
考
え
る
こ
と
で
近
世
融
通

念
佛
宗
教
団
の
成
立
過
程
を
考
え
る
一
助
と
し
た
い
。

第
一
章

元
禄
二
年
ま
で
の
教
団
の
動
向

融
通
念
佛
宗
は
元
禄
期
の
四
十
六
代
大
通
の
時
代
に
教
団
が
公
認
さ
れ
た
と
さ
れ
、

こ
の
時
期
を
教
団
の
「
再
興
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
拙
稿
②
・
③
で
は
す
で
に
大

通
以
前
の
段
階
で
大
念
佛
寺
が
本
寺
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
く
動
き
が
あ
り
、

そ
の
流
れ
の
う
え
に
立
っ
て
最
終
的
に
本
寺
と
し
て
の
地
位
が
認
め
ら
れ
た
と
の
見
通

し
を
述
べ
た
。
そ
の
経
過
は
本
稿
の
前
提
と
な
る
も
の
な
の
で
、
要
点
を
し
ぼ
っ
て
概

略
述
べ
て
お
き
た
い
。

融
通
念
佛
宗
の
核
と
な
る
講
集
団
は
中
世
以
来
、
六
別
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
六
別
時

の
代
表
者
が
鬮
引
き
を
お
こ
な
い
、
選
ば
れ
た
別
時
に
「
本
寺
」
の
本
尊
が
移
動
す
る

「
挽
寺
」
の
形
態
を
長
ら
く
保
持
し
て
い
た
が
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）、
そ
の
「
本

寺
」
が
平
野
に
寺
地
を
申
し
請
け
定
堂
化
を
遂
げ
た
と
さ
れ
る（

13
）。
そ
し
て
堂
舎
は

そ
の
後
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
の
梵
鐘
鋳
造
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
の
庫
裡

建
設
、
同
三
年
の
本
堂
建
設
、
同
四
年
の
本
堂
上
棟
を
経
て
順
調
に
整
え
ら
れ
て
い
っ

た
が
（
拙
稿
③
）、「
本
寺
」
の
運
営
や
教
団
と
し
て
の
体
制
整
備
に
は
し
ば
ら
く
時
間

を
要
し
た
。

ま
ず
慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）、
三
十
五
代
上
人
の
法
善
が
没
し
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
、
後
継
上
人
の
選
出
方
法
を
め
ぐ
っ
て
六
別
時
内
で
対
立
が
勃
発
し
た
。
従
来

か
ら
の
鬮
引
き
を
主
張
す
る
十
ヶ
郷
別
時
と
、
護
摩
の
奇
瑞
を
用
い
て
上
人
を
選
出
し

よ
う
と
す
る
下
別
時
・
八
尾
別
時
の
グ
ル
ー
プ
が
対
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら

に
天
台
宗
の
大
原
南
坊
が
後
者
に
与
し
、
争
論
は
複
雑
さ
を
増
し
た
が
、
大
原
南
坊
は

そ
の
後
、
承
応
年
間
に
も
「
本
寺
」
を
天
台
宗
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
り
、
四
十
二

代
崇
権
を
追
放
し
て
後
任
の
上
人
選
出
に
関
与
し
よ
う
と
し
た
り
（
鬮
引
き
の
否
定
）、

そ
の
介
入
は
長
ら
く
続
い
た
。

そ
う
し
た
大
原
南
坊
の
競
望
の
停
止
を
命
じ
た
の
が
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
八
月

六
日
に
寺
社
奉
行
か
ら
出
さ
れ
た
裁
許
状
で
あ
っ
た（

14
）。
こ
れ
は
大
念
佛
寺
の
宗
門

修
行
が
天
台
宗
と
は
別
個
で
あ
る
と
認
定
し
、
そ
れ
ゆ
え
大
念
佛
寺
は
大
原
南
坊
の
末

寺
で
は
な
い
と
明
確
に
裁
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
六
別
時
に
対
し
て
も
大
念
佛
寺
を
本

寺
と
し
て
仰
ぐ
べ
き
こ
と
を
指
示
し
た
。
大
念
佛
寺
を
中
心
と
し
た
融
通
念
佛
宗
の
独

立
性
と
組
織
体
制
の
基
本
形
が
示
さ
れ
た
点
で
大
き
な
画
期
と
な
る
裁
許
状
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
上
人
が
着
用
す
る
法
衣
の
種
類
を
め
ぐ
る
争
論
（
天
台
宗
の
天

台
衣
か
、
浄
土
宗
の
廬
山
衣
か
）
が
発
生
し
た
。
そ
の
詳
細
は
拙
稿
③
に
譲
る
が
、
最

終
的
に
次
の
裁
許
に
よ
り
天
台
衣
の
着
用
が
命
ぜ
ら
れ
た（

15
）。

【
史
料
1
】河

州
若
江
郡
若
江
村
下
別
時
講
中
法
明
寺
、
同
国
錦
部
郡
別
時
講
中
古
野
村

次
郎
兵
衛
・
摂
州
平
野
融
通
大
念
佛
寺
上
人
良
観
、
天
台
衣
廬
山
衣
着
用
訴

論
之
事
糺
明
之
上
申
渡
之
覚

一
、
大
念
佛
寺
上
人
袈
裟
之
儀
、
或
天
台
衣
、
或
廬
山
衣
之
由
双
方
申
分
証
拠
不

慥
、
然
処
上
人
良
観
差
出
之
画
像
、
元
和
四
年
上
人
道
和
賛
語
有
之
而
天
台
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衣
た
り
、
其
上
縁
起
に
所
載
之
画
像
、
是
又
天
台
衣
た
る
の
条
、
向
後
可
着

天
台
衣
、
但
宗
門
修
行
者
、
天
台
宗
与
各
別
之
旨
、
寛
文
元
年
先
奉
行
証
文

出
置
之
間
、
弥
可
為
其
通
事
、

（
中
略
）

右
条
々
可
相
守
之
、
仍
如
此
書
記
之
、
双
方
江
授
置
者
也
、

天
和
弐
壬戌

年
五
月
廿
七
日

酒
大
和
（
黒
印
）

秋
摂
津
（
黒
印
）

水
右
衛
門
（
黒
印
）

摂
州
平
野
庄

大
念
仏
寺

河
州
若
江
村
下
別
時

法
明
寺

こ
れ
に
よ
り
、
他
宗
と
の
関
係
に
限
っ
て
い
え
ば
、
天
台
衣
を
着
用
す
る
点
で
天
台

宗
の
影
響
は
残
る
も
の
の
浄
土
宗
の
法
義
は
排
除
さ
れ
、
基
本
的
に
独
立
し
た
宗
門
へ

の
階
段
を
着
実
に
上
っ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
大
通
は
元
禄

二
年
（
一
六
八
九
）、「
此
度
融
通
一
宗
之
御
取
立
」（

16
）と
の
認
識
を
示
し
た
の
で
あ
っ

た
。

第
二
章

檀
那
の
志
向

こ
こ
ま
で
本
寺
・
六
別
時
レ
ベ
ル
で
天
台
宗
・
浄
土
宗
を
ま
き
こ
ん
だ
争
論
の
続
い

て
き
た
こ
と
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
特
に
浄
土
宗
と
の
争
論
は
檀
那
も
ふ
く
め
、
教
団

の
独
立
性
を
根
本
か
ら
揺
さ
ぶ
る
大
き
な
問
題
へ
と
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
次

の
【
史
料
2
】
が
興
味
深
い
の
で
、
長
文
と
な
る
が
引
用
す
る（

17
）。

【
史
料
2
】

大
念
仏
ヲ
浄
土
宗
へ
改
宗
仕
候
事

一
、
石
川
郡
南
水
分
村
忠
左
衛
門
と
申
者
ハ
、
代
々
大
念
仏
宗
ニ
而
在
之
候
、
親

ハ
同
郡
東
坂
村
ノ
者
ニ
而
有
之
候
、
尤
大
念
仏
ノ
事
者
、
親
南
水
分
村
へ
参

り
、
信
仰
能
成
シ
候
故
、
情
ヲ
出
し
候
者
ニ
而
候
、
然
ル
処
忠
左
衛
門
代
に

な
り
、
明
暦
之
時
分
ニ
改
宗
し
て
浄
土
宗
ニ
成
申
候
、
宗
旨
之
儀
ハ
心
持
次

第
ニ
而
有
之
候
得
共
、
種
々
の
説
を
構
へ
、
宗
旨
〳
〵
ノ
安
心
各
別
タ
ル

所
ヲ
聞
、
先
祖
ゟ
親
ノ
宗
旨
ヲ
改
宗
仕
候
段
、
大
不
孝
者
と
や
い
わ
ん
、
ば

ち
を
不
存
と
や
申
さ
ん
、
君
子
ノ
恥
所
小
人
ノ
専
ト
ス
ル
、
か
や
う
の
者
ハ

風
上
ニ
も
い
や
成
ル
者
と
被
存
候
、
殊
ニ
先
祖
ノ
親
忠
左
衛
門
家
督
ヲ
貰
ひ
、

銀
子
ヲ
溜
置
申
候
迄
、
忠
左
衛
門
義
取
、
村
ノ
百
性
ニ
高
利
借
シ
、
外
ニ
安

キ
利
有
之
候
得
共
、
借
ら
せ
不
申
、
我
か
儘
を
致
シ
浄
土
宗
ニ
成
不
申
候
ハ

ヽ
借
シ
申
銀
子
ヲ
只
今
済
シ
申
様
ニ
と
取
立
申
故
、
乍
迷
惑
宗
旨
ヲ
か
へ
申

候
而
、
南
水
分
村
三
郎
右
衛
門
と
申
者
始
終
語
り
申
候
、
此
者
ノ
行
末
無
心

元
存
候
、
大
念
仏
宗
此
も
の
共
ノ
行
末
之
者
を
見
申
さ
ん
と
指
を
さ
し
笑
ひ

可
被
申
候
、
此
者
の
親
ハ
極
楽
ニ
、
此
者
ハ
地
獄
、
居
所
各
別
ニ
而
可
為
之

候
、
其
時
ニ
又
兵
衛
小
右
衛
門
な
と
ゝ
申
者
有
之
候
、
此
者
ハ
悪
人
忠
左
衛

門
申
事
一
円
同
心
不
仕
候
而
、
大
念
仏
相
勤
申
候
、
親
ニ
孝
行
成
者
共
、
是

等
ハ
親
と
一
所
ニ
極
楽
ニ
居
可
申
候
、
忠
左
衛
門
田
地
普
請
仕
ニ
而
、
日
用

ノ
者
共
拾
四
五
人
位
雇
申
候
、
此
者
共
ニ
大
念
仏
宗
ニ
而
ハ
仏
ニ
難
成
候
、

結
構
成
浄
土
ニ
か
へ
候
得
と
、
大
念
仏
宗
ヲ
散
々
ニ
謗
り
申
故
、
日
用
ノ
者

ノ
内
ニ
壱
人
申
候
ハ
、
御
自
分
様
之
親
仁
様
も
地
ご
く
ニ
可
有
御
座
と
申
候

へ
ハ
、
明
日
ゟ
あ
の
者
日
用
ニ
皆
雇
不
申
候
ニ
仕
候
得
と
申
候
、
大
悪
人
ノ

忠
左
衛
門
憎
不
申
候
者
壱
人
も
有
間
敷
候
、
悪
人
ノ
名
を
忠
左
衛
門
残
シ
申
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候
、
小
百
姓
ヲ
押
テ
浄
土
ニ
改
宗
致
さ
せ
候
事
、
偏
塞
ノ
心
也
、
悪
縁
悪
果

成
へ
し
、
北
水
分
村
ニ
有
之
超
正
寺
義
、
新
地
ニ
紛
無
之
候
、
其
時
分
迄
ハ

両
水
分
村
ニ
浄
土
宗
ハ
無
之
候
所
ニ
超
正
寺
出
来
有
之
候
ゟ
、
浄
土
宗
ノ
坊

主
語
り
入
、
改
宗
そ
ろ
り
〳
〵
致
さ
せ
候
、
其
ノ
上
壱
度
大
念
寺
看
坊
住
持

ニ
罷
在
候
広
誉
、
大
念
寺
ヲ
明
ケ
堺
梅
羽
（
翁
ヵ
）寺
へ
帰
り
、
其
後
超
正
寺
へ
罷
越
、

大
念
仏
宗
門
を
浄
土
へ
引
入
候
、
愚
成
大
念
仏
宗
、
浄
土
ノ
坊
主
ニ
語
り
被

入
候
、
大
事
ノ
親
先
祖
ゟ
ノ
宗
門
を
改
宗
仕
、
親
先
祖
ヲ
地
獄
ニ
落
シ
候
な

と
ニ
申
な
し
候
事
、
畜
生
ニ
お
と
り
候
者
共
也
、
先
祖
ノ
願
上
ケ
申
大
念
仏

宗
悪
敷
抔
と
存
候
故
、
浄
土
宗
ニ
改
宗
仕
候
、
大
念
仏
宗
ヲ
能
存
知
候
而
、

中
〳
〵
改
宗
ハ
仕
間
敷
候
、
定
而
親
先
祖
ハ
極
楽
ニ
、
改
宗
仕
候
子
ハ
ぢ
ご

く
ニ
落
可
申
候
、
不
孝
ノ
科
ハ
の
が
れ
が
た
し
、
左
様
ノ
中
ニ
も
兄
弟
ノ
内

ニ
各
別
ノ
心
底
有
之
、
兄
ノ
大
悪
人
改
宗
仕
候
得
共
、
弟
ノ
善
人
者
改
宗
不

仕
候
者
、
北
水
分
村
ノ
内
ニ
多
く
有
之
、
先
祖
ノ
宗
門
を
立
申
ハ
先
祖
ヲ
極

楽
ニ
立
、
我
身
も
極
楽
ヲ
願
上
申
候
、
大
念
仏
を
難
有
と
被
存
候
故
改
宗
不

被
仕
候
、
奇
特
成
心
底
行
末
能
可
有
之
候
、
い
か
に
と
な
れ
ハ
親
ニ
孝
行
相

見
へ
申
候
、
善
縁
善
果
成
べ
し
、
與
三
左
衛
門
と
申
仁
、
平
野
御
本
寺
へ
月

参
仕
候
、
大
念
仏
宗
直
道
忠
勤
ノ
志
シ
ノ
人
也
、

一
、
惣
而
浄
土
宗
ノ
坊
主
ハ
大
念
仏
宗
ノ
敵
と
成
侍
り
け
り
、
浄
土
宗
ヲ
ヒ
ン
バ

ツ
セ
ラ
レ
候
坊
主
、
大
念
仏
宗
ニ
寺
ヲ
持
、
開
山
良
忍
上
人
ノ
流
れ
ヲ
汲
、

口
す
ぎ
な
が
ら
浄
土
宗
ヲ
贔
屓
仕
、
浄
土
宗
へ
語
り
入
改
宗
致
さ
せ
候
坊
主

共
所
々
ニ
多
キ
義
也
、
モ
ン
モ
ウ
第
一
ノ
浄
土
坊
主
ニ
油
断
仕
間
敷
候
、
外

ノ
宗
旨
へ
改
宗
仕
候
大
念
仏
ハ
無
之
候
間
、
自
分
已
後
何
程
語
り
候
共
大
念

仏
宗
ノ
敵
と
存
、
油
断
仕
間
敷
候
、

一
、
大
念
仏
宗
ハ
我
自
分
ノ
宗
旨
ハ
外
ニ
致
シ
、他
宗
ヲ
聞
申
事
さ
り
と
て
ハ
〳
〵

無
信
心
成
事
と
存
候
、
浄
土
宗
ゟ
千
日
万
日
四
十
八
夜
回
向
〳
〵
種
々
仏
餉

袋
、
何
ノ
奉
加
抔
と
申
来
リ
候
ニ
者
入
れ
、
我
宗
門
之
打
銀
掛
リ
銀
ハ
と
や

か
く
や
と
不
埒
を
被
申
候
事
、
不
調
千
万
成
旦
那
共
也
、
本
願
寺
宗
ハ
他
宗

へ
ハ
少
シ
ノ
奉
加
も
不
仕
候
得
共
、
他
宗
へ
ハ
何
ニ
而
も
奉
加
事
ヲ
志
シ
と

申
入
、
我
宗
旨
ノ
入
用
懸
り
銀
ハ
少
シ
も
懈
怠
致
さ
す
、
真
ノ
信
心
者
一
宗

ヲ
大
事
ニ
被
致
候
、
殊
勝
成
能
宗
旨
と
そ
知
り
申
、
宗
旨
ハ
か
た
は
ら
痛
き

事
共
と
被
存
候
、
一
笑
〳
〵
〳
〵
、
其
上
大
念
仏
宗
門
ゟ
ハ
浄
土
宗
其
外
他

宗
へ
紙
袋
金
銀
ノ
奉
加
一
円
無
心
ハ
不
申
候
所
ニ
、
浄
土
坊
主
并
道
心
者
悪

魔
ニ
而
、
大
念
仏
ノ
敵
と
成
申
者
共
ニ
種
々
ノ
奉
加
入
申
事
、
大
キ
成
ル
誤

り
、
以
来
能
相
心
得
用
心
仕
、
大
事
ノ
我
頼
ム
融
通
大
念
仏
ノ
随
分
寄
進
可

被
致
候
、

こ
こ
で
は
石
川
別
時
の
檀
那
で
あ
っ
た
河
内
国
石
川
郡
南
水
分
村
忠
左
衛
門
が
、
家

が
代
々
「
大
念
仏
宗
」
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
暦
頃
（
一
六
五
五
～

一
六
五
八
）
に
自
ら
が
浄
土
宗
に
改
宗
し
た
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
周
囲
の
人
々
に
も
浄

土
宗
へ
の
改
宗
を
勧
め
る
行
動
に
で
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
そ
の
改

宗
を
勧
め
た
際
の
発
言
で
、
忠
左
衛
門
は
「
大
念
仏
宗
ニ
而
ハ
仏
ニ
難
成
候
、
結
構
成

浄
土
ニ
か
へ
候
へ
」
と
語
っ
た
と
い
う
。

こ
の
史
料
は
石
川
別
時
大
念
寺
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
り
、
浄
土
宗
側
の
攻
勢
を
受

け
た
側
の
史
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
利
用
に
は
一
定
の
注
意
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
が
、「
浄

土
宗
・
千
日
万
日
四
十
八
夜
回
向
〳
〵
種
々
仏
餉
袋
、
何
ノ
奉
加
抔
と
申
来
リ
候
ニ
者

入
れ
、
我
宗
門
之
打
銀
掛
リ
銀
ハ
と
や
か
く
や
と
不
埒
を
被
申
候
事
、
不
調
千
万
成
旦

那
」
と
の
表
現
は
浄
土
宗
の
布
教
が
相
当
強
力
に
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
し
、

な
に
よ
り
浄
土
宗
が
檀
那
の
心
を
捉
え
た
の
は
回
向
で
あ
っ
た
り
、
成
仏
で
き
る
“
保

証
＂
で
あ
っ
た
り
し
た
こ
と
が
わ
か
る
点
で
た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
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こ
う
し
た
浄
土
宗
の
動
き
に
対
し
、
石
川
別
時
側
は
「
先
祖
・
親
ノ
宗
旨
ヲ
改
宗
仕
候

段
、
大
不
孝
者
と
や
い
わ
ん
」
と
か
、「
浄
土
坊
主
并
道
心
者
悪
魔
ニ
而
、
大
念
仏
ノ

敵
と
成
申
者
共
ニ
種
々
ノ
奉
加
入
申
事
、
大
キ
成
ル
誤
リ
」
と
、
自
宗
の
檀
那
へ
の
非

難
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、「
大
念
仏
宗
ノ
敵
と
成
」
っ
た
浄
土
宗
へ
の
有
効
な
反
論

は
で
き
て
い
な
い
。

で
は
な
ぜ
、
民
衆
は
浄
土
宗
に
惹
か
れ
、
融
通
念
佛
宗
か
ら
去
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
考
え
る
た
め
に
、
当
該
期
の
浄
土
宗
の
実
態
を
概
観
し
て
お
こ

う
。ま

ず
寺
院
の
動
向
で
あ
る
が
、
浄
土
宗
で
は
開
創
・
中
興
伝
承
と
も
に
十
六
世
紀
末

～
十
七
世
紀
初
頭
と
伝
え
る
寺
院
が
特
に
多
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

18
）。

そ
し
て
都
市
部
の
寺
院
へ
は
蓮
社
号
を
所
有
す
る
上
級
僧
が
多
く
入
寺
し
、
一
方
、
農

村
部
で
は
も
と
も
と
死
者
の
埋
葬
に
た
ず
さ
わ
る
な
ど
し
て
い
た
下
級
僧
（
聖
）
が
寺

院
に
定
住
化
す
る
に
際
し
て
浄
土
宗
僧
化
し
て
い
っ
た
様
子
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

19
）。

こ
う
し
た
浄
土
宗
僧
の
地
域
へ
の
定
着
は
、
浄
土
宗
に
お
い
て
祖
先
崇
拝
に
も
と
づ

く
葬
送
・
回
向
が
重
視
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
民
衆
の
欲
求
に
か
な
っ
て
い
た
た
め
と
考

え
ら
れ
て
い
る（

20
）。
引
導
や
回
向
に
つ
い
て
は
遅
く
と
も
十
六
世
紀
後
半
に
は
浄
土

宗
僧
の
伝
法
に
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で（

21
）、
教
団
を
あ
げ
て
の
取
り
組
み
が
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
。「
大
念
仏
宗
ニ
而
ハ
仏
ニ
難
成
候
、
結
構
成
浄
土
ニ
か
へ
候
へ
」
と
い

う
忠
左
衛
門
の
発
言
も
、
回
向
を
重
視
す
る
浄
土
宗
に
従
え
ば
成
仏
が
確
実
に
な
る
と

の
檀
那
た
ち
の
受
け
と
め
方
が
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
劣
勢
に
立
た
さ
れ
た
融
通
念
佛
宗
は
葬
送
や
回
向
に
ど
う
取
り
組
ん
で
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
往
生
観
で
あ
る
が
、
元
来
融
通
念
仏
信
仰
の
な
か
に
は
「
今
生
に

は
一
切
の
災
難
を
は
ら
ひ
、
後
生
に
は
必
往
生
を
と
け
」
る
と
い
う
内
容
が
含
ま
れ
て

お
り
（「
融
通
念
仏
縁
起
」）、
ま
た
近
世
融
通
念
佛
宗
で
本
尊
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
十
一
尊
天
得
如
来
図
の
裏
書
に
は
「
速
疾
来
迎
十
一
仏
」
と
い
う
文
言
が
み
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
融
通
念
仏
の
功
徳
と
し
て
の
往
生
思
想
が
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

ま
ち
が
い
な
い（

22
）。
思
想
本
来
と
し
て
浄
土
宗
に
劣
る
部
分
は
感
じ
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
融
通
念
佛
宗
側
で
立
ち
遅
れ
て
い
た
の
が
、
葬
礼
儀
式
を
教
団
と
し

て
確
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
融
通
念
佛
宗
に
お
け
る
葬
礼
の
具
体
的
な
規
式
の
初

見
は
現
在
の
と
こ
ろ
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）、
舜
空
の
代
の
こ
と
で
あ
る
（【
史
料
3
】、

全
文
は
拙
稿
③
参
照
）。
す
な
わ
ち
、
明
暦
頃
と
さ
れ
る
【
史
料
2
】
の
状
況
よ
り
の

ち
の
こ
と
で
あ
る
。

【
史
料
3
】

一
、
本
末
之
葬
礼
之
儀
式
、
野
辺
迄
奉
守
十
一
尊
仏
、
引
導
焼
香
相
勤
、
法
事
勤

行
阿
弥
陀
経
・
六
時
礼
讃

仏
□
□
師
□
謝
不
可
□
怠
慢
之
事
、

こ
う
し
て
本
寺
か
ら
末
寺
に
い
た
る
葬
礼
儀
礼
の
整
備
が
は
じ
ま
っ
た
わ
け
で
、
六

別
時
レ
ベ
ル
で
も
、「
古
法
」
を
下
敷
き
と
し
な
が
ら
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
に
至
っ

て
よ
う
や
く
規
式
が
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た（

23
）。

こ
の
よ
う
に
融
通
念
佛
宗
で
は
埋
葬
や
葬
礼
儀
礼
の
整
備
に
対
す
る
教
団
と
し
て
の

取
り
組
み
が
全
体
に
遅
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
浄
土
宗
で
は
葬
送
や
回
向
が
重
要

課
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
規
式
の
整
備
が
早
く
に
始
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
事
情
が
、
祖
先
祭
祀
に
関
心
を
抱
く
融
通
念
佛
宗
の
檀
那
に
対
し
、
浄
土
宗

へ
の
転
宗
を
活
発
化
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
点
、
檀
那
が
浄
土
宗
へ
改
宗
し
た
大
き
な
理
由
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
基
本

的
に
融
通
念
佛
宗
の
「
僧
」
が
禅
門
（
俗
人
）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
浄
土
宗
で
は
修

行
を
積
み
、
伝
法
を
受
け
た
専
門
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
そ
の
点
に
関
わ
っ

て
注
目
し
た
い
の
が
次
の
史
料
で
あ
る（

24
）。
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【
史
料
4
】

御
本
山
禅
門
持
ニ
而
ハ
、
旦
那
共
珠
勝
ニ
不
存
候
間
、
智
者
ニ
仕
度
と
八
尾
別
時

申
合
、
大
原
山
南
ノ
坊
ヲ
か
た
ら
ひ
、
下
別
時
・
十
ヶ
郷
別
時
・
錦
部
別
時
ヲ
相

手
ニ
致
シ
出
入
成
、
大
坂
京
都
諸
司
代
板
倉
周
防
守
様
へ
罷
出
、
度
々
対
決
仕
候
、

こ
の
史
料
は
慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）、「
本
寺
」
上
人
の
選
出
に
あ
た
っ
て
生
じ

た
争
論
（
第
一
章
参
照
）
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
世
以
来
の

上
人
の
禅
門
持
が
檀
那
に
よ
っ
て
忌
避
さ
れ
、「
智
者
」（
知
識
持
＝
専
門
僧
）
が
望
ま

れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
浄
土
宗
に
お
い
て
は
伝
法
が
重
視
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
を
受
け
る
こ
と
で
僧
侶
と
し
て
の
要
件
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
し（

25
）、
十
七
世
紀
に
は
民
衆
側
で
も
浄
土
宗
僧
か
ら
在
家
伝
法
の
五
重
を
う
け
る

ケ
ー
ス
の
多
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る（

26
）。
民
衆
に
と
っ
て
浄
土
宗
は
宗
教
的

渇
望
を
癒
し
て
く
れ
る
存
在
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
う
し
た
浄
土
宗
と
比
較
し
、
十
七
世
紀
の
融
通
念
佛
宗
は
禅
門
や
俗
人
に
よ
る
運

営
が
基
本
の
中
世
の
体
制
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
体
系
立
っ
た
教
学
や
伝
法
制

度
の
確
立
が
立
ち
遅
れ
て
い
た
。
そ
の
点
で
檀
那
た
ち
は
浄
土
宗
に
大
き
な
宗
教
的
充

足
感
を
感
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
理
由
と
な
っ
て
、
檀
那
が
禅
門

持
を
嫌
う
と
い
う
現
象
が
生
じ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

以
上
、
浄
土
宗
・
融
通
念
佛
宗
の
実
態
を
検
討
す
る
な
か
で
、
民
衆
が
浄
土
宗
を
選

択
し
た
理
由
を
検
討
し
た
。
す
で
に
拙
稿
③
で
舜
空
の
代
に
浄
土
僧
が
「
本
寺
」
に
入

寺
し
、
調
声
役
や
説
法
勧
化
役
を
勤
め
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
そ
う
し
た
状
況

も
専
門
僧
と
し
て
の
技
量
が
重
要
視
さ
れ
、
ま
た
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、

そ
の
点
か
ら
も
浄
土
宗
が
融
通
念
佛
宗
よ
り
「
優
位
」
に
立
っ
て
い
た
状
況
が
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

第
三
章

別
時
・
本
寺
の
対
応

で
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
、
融
通
念
佛
宗
で
は
ど
の
よ
う
な
対
処
が
み
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
別
時
レ
ベ
ル
で
の
動
き
を
石
川
別
時
の
例
で
み
て
み
た
い
。

次
に
掲
げ
た
表
は
『
紫
雲
山
歴
代
録
』
に
載
せ
る
石
川
別
時
歴
代
辻
本
（
住
持
）
の

法
名
、
俗
名
、
出
身
地
、
居
住
地
、
在
任
期
間
、
禅
門
・
看
坊
の
別
等
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
石
川
別
時
が
永
禄
期
ま
で
本
尊
が
辻
本
の
居
宅
を
転
々
と
す
る
「
挽
道
場
」

の
形
態
を
と
り
、
以
後
は
ほ
ぼ
大
ヶ
塚
村
（
大
念
寺
）
に
定
堂
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
れ
と
機
を
一
に
す
る
よ
う
に
別
時
の
代
表
者
が
禅
門
か

ら
看
坊
へ
と
移
行
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
看
坊
は
多
武
峰
や
高
野
山
の
出

身
者
や
「
誉
」
号
を
も
つ
者
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
他
宗
の
影
響
を
う
け
つ
つ
も
専

門
僧
で
あ
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る（

27
）。

な
お
、
定
堂
化
す
る
以
前
か
ら
大
念
寺
で
は
次
の
看
坊
の
入
寺
が
み
ら
れ
た
よ
う
で

あ
る（

28
）。

永
珍

高
野
山
出
身

天
文
年
中
～
天
文
二
十
二
年

三
篤

大
ヶ
塚
出
身
（
金
剛
山
に
て
出
家
）

天
文
二
十
三
年
～
永
禄
元
年

祐
法

京
都
出
身

永
禄
二
年
～
四
年

彼
ら
は
専
門
僧
と
み
て
ま
ち
が
い
な
く
、
こ
の
天
文
期
以
降
の
状
況
が
十
七
世
紀
へ

と
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
同
道
場
が
所
在
す
る
大
ヶ
塚
の
民
衆
は
十
六
世

紀
中
頃
よ
り
専
門
僧
と
接
触
し
て
い
た
わ
け
で
、
そ
の
存
在
を
実
感
し
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
十
七
世
紀
前
半
に
は
禅
門
持
の
時
期
も

存
在
し
た
。
ま
だ
ま
だ
不
安
定
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。【
史
料
2
】

に
み
ら
れ
る
檀
那
の
行
動
は
一
時
的
に
復
活
し
た
禅
門
持
に
対
す
る
不
満
の
爆
発
だ
っ



（26）

近世融通念佛宗の成立と民衆

表 石川別時歴代一覧

法名 俗名 出身地 居住地 在位期間 禅門／看坊
1 道清 孫八 佐備村 居宅 貞和5～延文4 禅門
2 法祐 新左衛門 一須賀村 居宅 延文5～応安元 禅門
3 道以 彦五郎 多々良村 居宅 応安2～7 禅門

道以 彦五郎 多々良村 居宅 応安6（ママ）～14（ママ） 禅門
4 道悦 七郎左衛門 太子村 居宅 永和元～4 禅門

道悦 七郎左衛門 太子村 居宅 応永5～31 禅門
5 良清 （不明） 佐備村 居宅 応永32～永享7 禅門
6 良恵 孫六 佐備村 居宅 康暦元～至徳元 禅門
7 祐西 三郎左衛門 一須賀村 居宅 永享8～応仁元 禅門

祐西 三郎左衛門 一須賀村 居宅 至徳2～明徳2 禅門
8 良明 弥四郎 南加納村 居宅 明徳3～応永7 禅門

良明 弥四郎 南加納村 居宅 応仁2～文明18 禅門
9 法順 八郎五郎 平石村 居宅 応永8～19 禅門

法順 八郎五郎 平石村 居宅 長享元～永正9 禅門
10 道仙 源七左衛門 葉室村 居宅 応永20～26 禅門

道仙 源七左衛門 葉室村 居宅 永正10～享禄2 禅門
11 道法 孫五郎 葉室村 居宅 応永27～文安元 禅門
12 法清 十郎左衛門 葉室村 居宅 文安2～宝徳2 禅門
13 道善 九郎左衛門 河内村 居宅 宝徳3～長禄3 禅門
14 祐法 新五左衛門 平石村 居宅 寛正元～文正元 禅門
15 法善 孫太郎 平石村 居宅 応仁元～文明6 禅門
16 良古 治郎左衛門 二河原辺村 居宅 文明7～長享元 禅門
17 融円 源三郎 川野部村 居宅 長享2～明応2 禅門
18 道祐 弥五左衛門 中村 居宅 明応3～文亀元 禅門
19 明阿 権八 中村 居宅 文亀2～永正9 禅門
20 良円 孫十郎 森屋村 居宅 永正10～大永元 禅門
21 道観 新右衛門 平石村 居宅 大永2～享禄2 禅門
22 本阿 與一右衛門 河内村 居宅 享禄3～天文13 禅門
23 道号 七郎左衛門 中村 居宅 天文14～永禄4 禅門
24 道祐 大ヶ塚村 大ヶ塚道場 永禄5～天正8 住持
25 遊攘甫 河内竹渕村 大ヶ塚村（大ヶ塚道場） 天正9～18 看坊
26 教雲 大和法隆寺村 大ヶ塚村（大ヶ塚道場） 天正19～文禄4 看坊
27 泉得 河内山田村 大ヶ塚村（大ヶ塚道場） 慶長元～9 看坊
28 了波 大和多武峯 大ヶ塚村（大念寺） 慶長10～元和元 看坊
29 長寿 高野山 大ヶ塚村（大念寺） 元和2～6 看坊
30 浄因 太子村 居宅 元和8～寛永5 禅門カ
31 法西 一須賀村 居宅 寛永6～18 住持カ
32 宗慶 中村 大念寺 寛永19～正保3 住持
33 教心 河内太子村 大ヶ塚村（大念寺） 正保4 看坊
34 幸清 河内毛人谷村 大ヶ塚村（大念寺） 慶安元～2 看坊
35 讃誉 江戸伝馬町 大ヶ塚村（大念寺） 慶安3～承応2 看坊
36 廣誉 堺 大ヶ塚村（大念寺） 承応3～万治2 看坊
37 文呈 摂津平野 大ヶ塚村（大念寺） 万治3～寛文7 看坊
38 浄空 大ヶ塚村 大ヶ塚村（大念寺） 寛文8～11 住持
39 慈雲 河内大饗村 大ヶ塚村（大念寺） 寛文12～延宝2 看坊
40 文呈 摂津平野 大ヶ塚村（大念寺） 延宝3～元禄9 看坊
※番号は同一人物には同じ数字を与えた。
14～15世紀にかけては歴代の在任期間が重複するなど整合しない場合があるが、そのまま記した。
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た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
石
川
別
時
で
は
十
六
世
紀
後
半
に
看
坊
僧
の
「
入
寺
」
が
は
じ
ま
っ
た

の
で
あ
り
、
十
七
世
紀
に
か
け
て
徐
々
に
禅
門
持
体
制
の
転
換
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。次

に
本
寺
の
対
応
を
み
て
い
こ
う
。
慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）、
大
念
佛
寺
に
お

い
て
上
人
の
禅
門
持
が
争
論
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
は
す
で
に
紹
介
し
た
が
、
そ
の
後

も
こ
の
一
件
は
継
続
し
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
に
い
た
っ
て
次
の
よ
う
な
願
書
が

檀
那
総
代
よ
り
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

29
）。

【
史
料
5
】

乍
恐
願
状

一
、
摂
州
平
野
融
通
念
仏
宗
本
山
大
念
仏
寺
住
持
之
儀
、
往
古
者
弟
子
持
ニ
て
数

代
相
続
仕
候
処
、
中
古
・
在
家
禅
門
札
入
持
ニ
罷
成
候
、
生
得
無
智
無
能
ニ

御
座
候
得
者
、
一
宗
之
法
式
不
存
候
故
、
宗
門
次
第
ニ
衰
微
仕
候
に
付
、
檀

方
本
寺
を
見
限
り
、
端
々
改
宗
仕
ル
者
有
之
候
、
此
躰
ニ
御
座
候
得
者
、
我

宗
断
滅
可
仕
様
ニ
奉
存
候
、
諸
末
寺
并
諸
旦
那
共
愁
歎
仕
候
、
就
夫
今
度
八

尾
別
時
辻
本
良
明
寺
大
通
願
ひ
如
被
申
、
恐
多
儀
ニ
御
座
候
得
共
、
高
位
之

御
方
歟
又
者
智
道
兼
備
之
知
識
歟
、
何
れ
ニ
て
も
従

御
公
儀
様
本
寺
住
持

被
為
仰
付
被
下
候
ハ
ゝ
難
有
奉
存
候
、

（
中
略
）

貞
享
四
年

摂
州
河
州
泉
州

卯
十
二
月

和
州
伊
州
城
州

右
六
ヶ
国
諸
末
寺

并
檀
那
惣
代
各
々
列

名
印
形
仕
候
、
願
書
写
弐

巻
ニ
て
本
山
有
之

御
奉
行
様

右
、
貞
享
五
年
辰
二
月
九
日
良
明
寺
差
出
候
、

こ
の
史
料
は
、
諸
国
の
檀
那
惣
代
が
連
署
し
て
願
い
出
た
も
の
で
、「
住
持
」（
上
人
）

に
つ
い
て
は
往
古
は
「
弟
子
持
」（
知
識
持
）
で
あ
っ
た
も
の
が
後
に
禅
門
持
と
な
っ

た
こ
と
や
、
こ
の
ま
ま
「
無
智
無
能
」
の
禅
門
持
が
続
け
ば
宗
門
が
衰
微
し
、「
檀
方
」

が
改
宗
し
て
し
ま
う
と
の
恐
れ
を
述
べ
、「
公
儀
」
よ
り
し
か
る
べ
き
「
住
持
」
を
命

じ
て
も
ら
い
た
い
と
の
内
容
で
あ
る（

30
）。

そ
の
内
容
か
ら
、
檀
那
惣
代
た
ち
は
【
史
料
4
】
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
檀
那
の
不
満

を
知
り
、
こ
の
願
状
を
作
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、【
史
料
5
】

の
差
し
出
し
人
が
六
ヶ
国
の
檀
那
総
代
に
及
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
禅
門
持
へ
の
批
判

は
教
団
全
体
に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
【
史

料
5
】
の
作
成
主
体
は
の
ち
に
上
人
と
な
る
大
通
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
内
容
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
。
大
通
は
六
別
時
の
ひ
と
つ
八
尾
別
時
良
明
寺
の
辻
本
で
あ
り
、
そ
の
立

場
か
ら
檀
那
た
ち
の
志
向
を
的
確
に
把
握
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
一
方
で
そ
れ
を

利
用
す
る
こ
と
で
「
本
寺
」
上
人
を
知
識
持
＝
専
門
僧
に
切
り
替
え
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
動
き
は
大
通
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
「
片
袖
縁
起
」
か
ら
も
う
か
が
え

る
。
こ
の
縁
起
は
地
獄
に
迷
う
亡
者
を
三
十
六
世
道
和
が
回
向
し
、
往
生
さ
せ
る
と
い

う
内
容
の
も
の
で
、
松
浦
清
は
そ
の
制
作
背
景
に
つ
い
て
道
和
を
顕
彰
す
る
こ
と
が
大

き
な
目
的
で
あ
っ
た
と
す
る（

31
）。
確
か
に
そ
の
側
面
は
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
主
た
る
制
作
目
的
は
詞
書
の
最
後
に
み
ら
れ
る
本
尊
十
一
尊
仏
の
霊
験
、
す
な
わ

ち
十
一
尊
仏
は
往
生
に
迷
う
亡
者
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
功
徳
の
宣
伝
に

あ
っ
た
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
。
そ
の
内
容
は
ま
さ
に
死
者
の
回
向
に
対
す
る
融
通
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念
佛
宗
の
取
り
組
み
の
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
往
生
・

回
向
へ
強
い
関
心
を
抱
く
檀
那
へ
の
対
応
と
考
え
て
よ
い
。
大
通
の
時
期
に
は
そ
う
し

た
檀
那
を
満
足
さ
せ
る
だ
け
の
手
を
打
つ
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
十
六
世
紀
末
～
十
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
檀
那
が
禅
門
持
を
否
定
し
、
知

識
持
を
望
ん
だ
実
態
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
檀
那
の
志
向
が
結
果
的
に
「
本

寺
」（
大
念
佛
寺
）
上
人
の
知
識
化
と
別
時
の
体
制
転
換
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
を
述
べ
て
き
た（

32
）。

中
・
近
世
移
行
期
の
社
会
と
融
通
念
佛
宗
―
お
わ
り
に
か
え
て
―

以
上
、
近
世
の
融
通
念
佛
宗
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
特
に
六
別
時
の
特
質
と
動
向
、

及
び
檀
那
の
志
向
に
注
目
し
な
が
ら
述
べ
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
中
世
段
階
に
お
い
て
は
禅
門
持
の
体
制
が
基
本
で
あ
っ
た
が
、
十
六
世

紀
末
頃
に
は
そ
の
体
制
を
支
え
て
き
た
檀
那
に
よ
り
禅
門
持
が
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
事

態
が
発
生
し
、
そ
の
檀
那
の
志
向
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
形
で
、
六
別
時
・
本
寺
と
も
知

識
持
へ
の
転
換
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
檀
那
の
志
向
だ
け
で
中
世

の
体
制
が
転
換
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
本
末
制
度
や
僧
侶
身
分
の
確
立
を
目
指
す
幕

府
の
宗
教
政
策
が
あ
い
ま
っ
て
、
最
終
的
に
大
念
佛
寺
を
本
山
と
し
、
上
人
を
知
識
持

と
す
る
近
世
融
通
念
佛
宗
の
体
制
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
檀
那
の
志
向
が
中
世
の

体
制
を
根
底
か
ら
揺
り
動
か
し
、
教
団
の
近
世
化
を
も
た
ら
し
た
原
動
力
と
な
っ
て
い

た
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
浄
土
宗
で
は
葬
送
や
回
向
が
重
視
さ
れ
、
民
衆
も
ま
た
そ
れ
を
求
め
て

い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
実
際
、
大
和
国
で
は
十
六
世
紀
に
入
る

と
、
百
姓
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
墓
石
と
推
測
さ
れ
る
舟
形
五
輪
塔
が
出
現
し
、
ま
た

村
落
が
支
配
す
る
惣
墓
が
成
立
す
る
な
ど（

33
）、
戦
国
時
代
に
な
っ
て
民
衆
に
よ
る
埋

葬
や
死
者
供
養
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
こ
の
時
期
に
民
衆
は
そ
う
し
た
関
心
を
抱
き
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
大
き
な
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
家
」（
百
姓
の
「
家
」）
の
成
立
で

あ
る
。
坂
田
聡
に
よ
れ
ば
、「
戦
国
時
代
に
至
る
と
、
畿
内
・
近
国
の
惣
村
地
帯
に
お

い
て
は
家
名
と
家
産
を
代
々
継
承
す
る
永
続
的
か
つ
安
定
的
な
家
が
確
立
す
る
」
と
い

う（
34
）。
ま
た
坂
田
は
そ
う
し
た
「
家
」
の
指
標
と
し
て
、
①
家
名
、
②
家
産
、
③
屋

敷
地
、
な
ど
と
と
も
に
④
家
の
墓
・
仏
壇
な
ど
の
祖
先
祭
祀
を
挙
げ
て
お
り（

35
）、「
家
」

の
成
立
に
と
も
な
っ
て
、
祖
先
祭
祀
を
目
的
と
し
た
諸
儀
礼
が
重
視
さ
れ
て
い
っ
た
様

子
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

百
姓
を
は
じ
め
と
す
る
庶
民
の
「
家
」
の
形
成
が
日
本
社
会
、
と
り
わ
け
近
世
社
会

の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
鍵
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

尾
藤
正
英
は
そ
の
「
家
」
の
形
成
に
注
目
し
、
そ
れ
を
単
位
と
し
た
新
し
い
社
会
秩
序

が
戦
国
大
名
期
か
ら
幕
藩
体
制
の
形
成
に
あ
た
っ
て
の
基
盤
と
な
っ
た
こ
と
を
主
張
し

た
が（

36
）、
さ
ら
に
「
家
」
の
形
成
が
個
人
の
自
覚
と
平
等
性
の
意
識
を
育
て
、
そ
れ

が
仏
教
の
側
面
で
は
死
後
の
霊
魂
救
済
を
望
む
人
の
増
大
＝
葬
式
仏
教
化
を
も
た
ら
し

た
と
の
見
解
も
述
べ
て
い
る（

37
）。

こ
う
し
た
「
家
」
の
成
立
が
も
た
ら
す
民
衆
の
葬
祭
へ
の
関
心
と
、
そ
れ
に
対
し
諸

法
要
執
行
や
墓
地
建
設
で
応
じ
る
寺
院
や
僧
の
存
在
が
近
世
の
寺
檀
関
係
の
前
提
と
な
っ

て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お
り（

38
）、
そ
の
意
味
で
は
近
世
仏
教
は
葬
祭
と

は
無
縁
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
融
通
念
佛
宗
の
場
合
は
中
世
の
体
制
の
ま
ま
で
は
そ
う
し
た
社
会
組
織

の
変
動
か
ら
生
じ
た
民
衆
の
仏
教
へ
の
期
待
・
要
望
に
対
し
て
十
分
に
応
え
る
こ
と
が

で
き
ず
、
そ
の
た
め
檀
那
か
ら
不
満
が
噴
出
し
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
知
識
持
体
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制
へ
の
転
換
を
成
し
遂
げ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
家
」
の
成
立
と
い
う
中
・
近
世
移
行
期
の
静
か
な
、
し
か
し
大
き
な
社
会
組
織
の

変
動
が
融
通
念
佛
宗
の
近
世
化
を
促
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註（
1
）
大
桑
斉
「
幕
藩
制
仏
教
論
への
視
座
」（『
日
本
近
世
の
思
想
と
仏
教
』
法
蔵
館
一九
八
九
年
）、

「
近
世
・
近
代
の
仏
教
と
政
治
」（『
日
本
の
仏
教
』
4

法
蔵
館

一
九
九
五
年
）
な
ど
。

（
2
）
今
堀
太
逸
「
村
の
生
活
と
社
寺
」（『
日
本
の
仏
教
』
3

法
蔵
館

一
九
九
五
年
）
な
ど
。

（
3
）
高
埜
利
彦
編
『
民
間
に
生
き
る
宗
教
者
』
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
〇
年

な
ど
。

（
4
）
五
来
重
「
融
通
念
佛
・
大
念
佛
お
よ
び
六
斎
念
佛
」（『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
№
10

一
九
五
七
年
）、
同
「
踊
念
仏
か
ら
念
仏
踊
へ
」（『
国
語
と
国
文
学
』
四
三
―
一
○

一
九
六
六
年
）、
同
『
踊
り
念
仏
』（
平
凡
社

一
九
八
八
年
）
な
ど
。
な
お
、『
融
通
念

仏
信
仰
の
歴
史
と
美
術
』（
伊
藤
唯
真
監
修
、
融
通
念
佛
宗
教
学
研
究
所
編
集

東
京
美
術

二
〇
〇
〇
年
）
所
収
の
文
献
リ
ス
ト
お
よ
び
小
野
澤
眞
「
融
通
念
仏
（
宗
）
研
究
文
献
紹

介
」（『
大
阪
の
歴
史
』
七
十
八
号

二
〇
一
二
年
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
5
）
先
行
研
究
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
浜
田
全
真
「
融
通
念
仏
宗
の
成
立
に
つ
い
て
」

（『
尋
源
』
二
八
号
、
一
九
七
六
年
）、
同
「
融
通
念
仏
宗
と
民
俗
」（『
講
座
日
本
の
民
俗

宗
教
』
２

弘
文
堂

一
九
八
〇
年
）、
浦
西
勉
「
仏
教
儀
礼
地
方
伝
播
過
程
の
一
考
察
」

（『
奈
良
県
立
民
俗
博
物
館
紀
要
』
第
2
号
、
一
九
七
七
年
）、『
良
忍
上
人
と
大
念
仏
寺
』（
ぎ
ょ

う
せ
い
、
一
九
八
一
年
）、
塩
野
芳
夫
「
融
通
念
仏
宗
の
成
立
過
程
―
浄
土
宗
と
の
関
連

に
お
い
て
―
」（『
千
葉
乗
隆
博
士
還
暦
記
念
論
集

日
本
の
社
会
と
宗
教
』
同
朋
社

一
九
八
一
年
）、
同
「
念
仏
講
か
ら
一
宗
独
立
へ
―
近
世
融
通
念
仏
宗
の
成
立
―
」（『
宗

教
文
化
研
究
』
創
刊
号

一
九
九
三
年
）、
吉
田
清
「
融
通
念
仏
宗
と
御
回
在
―
特
に
大

宇
陀
町
と
そ
の
周
辺
地
域
―
」（『
畿
内
周
辺
の
地
域
史
像
―
大
宇
陀
地
方
―
』
花
園
大
学

文
学
部
史
学
科

一
九
八
七
年
）、
上
田
さ
ち
子
「
融
通
念
仏
の
広
が
り
」「
大
念
仏
寺
の

発
展
」「
大
念
仏
寺
と
練
供
養
」（『
新
修
大
阪
市
史

第
二
巻
』
大
阪
市
史
編
纂
所

一
九
八
八
年
）。
神
﨑
寿
弘
「
摂
津
・
河
内
地
方
に
お
け
る
大
念
仏
上
人
と
挽
道
場
」『
鷹

陵
史
学
』
第
29
号

二
〇
〇
三
年
、
な
ど
。

（
6
）
融
通
念
佛
宗
と
い
う
宗
名
は
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
奈
良
県
安
堵
町
妙
楽
寺
所
蔵

十
一
尊
天
得
如
来
像
裏
書
（
註
（
8
）『
報
告
書
』）、
お
よ
び
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）

に
四
十
六
代
大
通
が
紫
衣
の
勅
許
を
願
い
出
た
際
「
宗
名
ハ

融
通
念
佛
宗
」
と
記
し
た

の
が
早
い
（
註
（
10
）
拙
稿
②
内
『
抜
書
』
史
料
⑨
）。
た
だ
し
宗
派
と
し
て
正
式
に
認

め
ら
れ
た
の
は
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
「
大
念
仏
宗
」

と
通
称
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
前
近
代
に
お
い
て
民
間
信
仰
を
含
め
た
融
通
念
仏
信
仰
集

団
は
広
く
「
大
念
仏
宗
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
の
呼
称
は
一
般
名
詞
的
に
通
用
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
煩
を
避
け
る
た
め
、
近
世
の
融
通
念
佛
宗
に
系
譜
的
に
つ
な
が

る
中
世
段
階
の
融
通
念
仏
信
仰
集
団
も
融
通
念
佛
宗
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
（
註
（
10
）
拙

稿
①
内
註
（
7
）
参
照
）。

（
7
）
註
（
4
）
五
来
「
融
通
念
佛
・
大
念
佛
お
よ
び
六
斎
念
佛
」
お
よ
び
『
踊
り
念
仏
』。

（
8
）
稲
城
信
子
「
融
通
念
仏
信
仰
の
展
開
」（『
法
会
（
御
回
在
）
の
調
査
研
究
報
告
書
』
元
興

寺
文
化
財
研
究
所

一
九
八
三
年
）、
同
「
中
世
末
か
ら
近
世
に
お
け
る
融
通
念
仏
信
仰

の
展
開
」（『
近
世
佛
教
』
通
巻
21
号

一
九
八
八
年
）、
同
「
大
和
に
お
け
る
融
通
念
仏

宗
の
展
開
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
1
1
2
集

二
〇
〇
四
年
）。
な

お
『
法
会
（
御
回
在
）
の
調
査
研
究
報
告
書
』（
以
下
、『
報
告
書
』）
は
融
通
念
仏
信
仰
・

融
通
念
佛
宗
を
研
究
す
る
う
え
で
基
本
的
か
つ
重
要
な
文
献
で
あ
る
。

（
9
）
融
通
念
佛
宗
を
構
成
し
た
有
力
な
信
仰
集
団
（
念
仏
講
）
を
別
時
と
い
っ
た
。
別
時
と
は

別
時
念
仏
に
由
来
す
る
一
般
的
な
呼
称
で
あ
る
が
、
同
宗
に
お
い
て
は
特
に
有
力
な
六
つ

の
別
時
（
六
別
時
）
の
存
在
が
重
要
で
あ
る
。
六
別
時
と
は
下
別
時
・
八
尾
別
時
・
高
安

別
時
・
十
ヶ
郷
別
時
・
石
川
別
時
・
錦
部
別
時
で
あ
る
。

（
10
）
大
澤
研
一
「
融
通
念
佛
宗
の
六
別
時
に
つ
い
て
」（『
大
阪
市
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
24
冊

一
九
九
二
年
。
以
下
、
拙
稿
①
）、
同
「
融
通
念
仏
宗
成
立
過
程
の
研
究
に
お
け
る
一
視

点
―
『
融
通
大
念
仏
寺
記
録
抜
書
』
の
紹
介
を
通
し
て
―
（『
大
阪
市
立
博
物
館
研
究
紀
要
』

第
28
冊

一
九
九
六
年
。
以
下
、
拙
稿
②
）、
同
「
近
世
融
通
念
佛
宗
に
お
け
る
舜
空
期
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の
意
義
」（
註
（
4
）『
融
通
念
仏
信
仰
の
歴
史
と
美
術
』。
以
下
、
拙
稿
③
）。
ま
た
関
連

す
る
論
考
と
し
て
、
同
「
大
通
上
人
の
宝
物
整
備
に
つ
い
て
」（『
大
源
』
第
四
五
号

一
九
九
五
年
）、
同
「
融
通
念
仏
宗
の
大
和
国
へ
の
勢
力
伸
張
に
つ
い
て
」（
融
通
念
佛
宗

教
学
研
究
所
編
集
『
法
明
上
人
六
百
五
十
回
御
遠
忌
記
念
論
文
集
』
大
念
佛
寺

一
九
九
八
年
）
が
あ
る
。

（
11
）
高
埜
利
彦
『
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
』
東
京
大
学
出
版
会

一
九
八
九
年
）。

（
12
）
註
（
4
）
小
野
澤
論
文
。

（
13
）
延
宝
五
年
「
大
念
佛
寺
四
十
五
代
記
録
并
末
寺
帳
」（
大
念
佛
寺
蔵
。『
融
通
念
仏
宗
年
表
』

大
念
佛
寺

一
九
八
二
年
）。

（
14
）
註
（
10
）
拙
稿
②
内
『
抜
書
』
史
料
①
。
原
本
は
大
念
佛
寺
蔵
。

（
15
）
註
（
10
）
拙
稿
②
内
『
抜
書
』
史
料
②
。
原
本
は
大
念
佛
寺
蔵
。

（
16
）「
大
通
書
状
」
六
月
十
九
日
付
（
澤
池
家
文
書
『
堺
市
史
続
編

第
四
巻
』
堺
市
役
所

一
九
七
三
年
）。

（
17
）「
紫
雲
山
歴
代
録
」（『
報
告
書
』
七
十
八
～
八
十
一
頁
）。

（
18
）
竹
田
聴
州
「
蓮
門
精
舎
旧
詞
に
お
け
る
現
存
浄
土
宗
寺
院
の
分
布
」（
竹
田
聴
洲
著
作
集

第
二
巻
『
民
俗
仏
教
と
祖
先
信
仰
（
下
）』
国
書
刊
行
会

一
九
九
三
年
）。

（
19
）
伊
藤
唯
真
「
浄
土
宗
近
世
教
団
の
胎
動
」（
伊
藤
唯
真
著
作
集
Ⅳ
『
浄
土
宗
史
の
研
究
』

法
蔵
館

一
九
九
六
年
）。

（
20
）
註
（
19
）
伊
藤
論
文
。

（
21
）
藤
田
定
興
「
寺
院
の
庶
民
定
着
と
伝
法
―
浄
土
宗
寺
院
を
中
心
と
し
て
―
」（『
論
集
日
本

仏
教
史

７

江
戸
時
代
』
雄
山
閣
出
版

一
九
八
六
年
）。

（
22
）
内
田
（
藤
澤
）
隆
子
「
十
一
尊
来
迎
図
の
展
開
」（『
報
告
書
』
所
収
）。
な
お
、
中
世
に

お
い
て
も
融
通
念
仏
は
追
善
機
能
や
鎮
魂
機
能
も
認
め
ら
れ
て
い
た
（
註
（
4
）
五
来
「
融

通
念
佛
・
大
念
佛
お
よ
び
六
斎
念
佛
」、
伊
藤
唯
真
「
寺
院
造
営
と
融
通
念
仏
勧
進
―
越

前
西
福
寺
を
中
心
と
し
て
み
た
る
―
」
伊
藤
唯
真
著
作
集
Ⅱ
『
聖
仏
教
史
の
研
究

下
』

法
蔵
館

一
九
九
五
年
）。

（
23
）「
定
」（
延
宝
七
年
八
月
十
日
付
）
松
原
市
来
迎
寺
蔵
（『
松
原
市
史

第
５
巻

史
料
編
３
』

松
原
市
役
所

一
九
七
六
年
）。

（
24
）「
紫
雲
山
歴
代
録
」（『
報
告
書
』
一
○
○
～
一
〇
一
頁
）。

（
25
）
長
谷
川
匡
俊
「
在
家
五
重
の
定
着
過
程
に
み
る
布
教
者
と
民
衆
」
（『
近
世
浄
土
宗
の
信

仰
と
教
化
』
渓
水
社

一
九
八
八
年
）。

（
26
）
元
和
元
年
七
月
付
の
「
浄
土
宗
諸
法
度
」（『
宗
教
制
度
調
査
資
料

第
六
巻
』
原
書
房

一
九
七
七
年
）
に
お
い
て
、
在
家
の
人
々
に
対
し
五
重
・
血
脈
の
相
伝
を
禁
止
す
る
内
容

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
逆
に
そ
う
し
た
相
伝
が
珍
し
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

（
27
）
看
坊
僧
の
詳
し
い
実
態
は
不
明
だ
が
、
慶
長
一
〇
年
（
一
六
〇
五
）
よ
り
看
坊
を
務
め
た

了
波
を
「
紫
雲
山
歴
代
録
」（『
報
告
書
』
七
十
五
頁
）
で
は
「
器
量
す
ぐ
れ
た
る
利
発
成

ル
僧
」
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
専
門
僧
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
28
）「
紫
雲
山
歴
代
録
」（『
報
告
書
』
六
十
八
頁
）。

（
29
）
註
（
10
）
拙
稿
②
内
『
抜
書
』
史
料
③
。

（
30
）
こ
こ
で
往
古
は
「
弟
子
持
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
は
宗
祖
と
伝
え
る
良
忍
か
ら
、

法
明
の
前
代
に
あ
た
る
六
代
良
鎮
ま
で
の
こ
と
を
指
す
。
し
か
し
、
大
念
佛
寺
や
六
別
時

が
事
実
上
の
開
祖
と
伝
え
る
法
明
以
降
は
禅
門
持
で
あ
っ
た
（「
大
源
山
諸
仏
護
念
院
融

通
大
念
仏
本
寺
住
持
世
譜
」
澤
池
家
蔵
。『
堺
市
史
続
編

第
四
巻
』
堺
市
役
所

一
九
七
三
年
）。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
長
ら
く
通
例
で
あ
っ
た
禅
門
持
を
変
更
す
る
た
め
に

良
鎮
ま
で
の
由
緒
を
担
ぎ
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

（
31
）
松
浦
清
「
融
通
念
仏
信
仰
と
片
袖
縁
起
―
大
念
仏
寺
所
蔵
「
片
袖
縁
起
」
を
中
心
に
―
」（『
大

阪
市
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
24
冊

一
九
九
二
年
）。

（
32
）
錦
部
別
時
極
楽
寺
で
は
享
保
年
間
に
お
い
て
も
、
住
持
を
別
時
講
中
よ
り
選
出
す
る
と
い

う
従
来
の
方
式
を
採
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
て
お
り
（「
錦
渓
山
歴
代
相
承
譜
」『
報
告
書
』

一
四
七
～
一
四
九
頁
）、
実
際
に
十
八
世
紀
中
頃
ま
で
の
住
持
は
錦
部
別
時
構
成
地
域
内

の
出
身
者
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
。
し
か
し
、
元
禄
以
降
の
住
持
が
大
念
佛
寺
住
持
の
弟

子
と
な
り
、
受
戒
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
専
門
僧
と
し
て
修
行
を
受
け

た
人
物
を
極
楽
寺
住
持
に
迎
え
て
い
る
わ
け
で
、
伝
統
的
な
講
中
選
出
方
法
と
近
世
的
な
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専
門
僧
の
採
用
と
い
う
折
衷
的
な
体
制
を
と
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

（
33
）
吉
井
敏
幸
「
大
和
地
方
に
お
け
る
惣
墓
の
実
態
と
変
遷
」（『
中
世
社
会
と
墳
墓
』
名
著
出
版

一
九
九
三
年
）。

（
34
）
坂
田
聡
『
日
本
中
世
の
氏
・
家
・
村
』
四
三
頁

校
倉
書
房

一
九
九
七
年
。

（
35
）
坂
田
聡
「
百
姓
の
家
と
村
の
成
立
」（『
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
別
冊

家
・
村
・
領
主
』

朝
日
新
聞
社

一
九
九
四
年
）

（
36
）
尾
藤
正
英
『
江
戸
時
代
と
は
な
に
か
』
岩
波
書
店

一
九
九
二
年
。

（
37
）
註
（
36
）
尾
藤
前
掲
書
。

（
38
）
竹
田
聴
洲
「
近
世
社
会
と
仏
教
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
9

近
世
1
』
岩
波
書
店

一
九
七
五
年
）、
高
田
陽
介
「
寺
請
制
以
前
の
地
域
菩
提
寺
と
そ
の
檀
家
」（『
中
世
人
の

生
活
世
界
』
山
川
出
版
社

一
九
九
六
年
）。
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근세 유쯔넨부쯔（融通念佛）종파의 성립과 민중 

 오사와 겐이치

근세 유쯔넨부쯔（融通念佛）종파는 중세 사회에 넓게 침투한 유쯔넨부쯔 산앙을 배경으로 탄생했다 . 벌써 필자는 

중세의 셋쯔（摂津）및 가와찌（河内）지방에 전개한 유쯔넨부쯔 신앙 집단의 구조 및 17세기에 유쯔넨부쯔 종파가 형

성된 과정을 밝혔는데 그 것은 교단 기구의 변천을 해명한 작업으로 인한 교단사 시점으로부터의 검토를 중심으로 

한 것 였다 .

이 번에는 그런 시점이 아니라 유쯔넨부쯔 신앙을 수용한 민주가 중근세이행기（中近世移行期）의 사회 중에서 어

떤 종교적인 만족감을 원했는지라는 시점을 가지고 죠도슈（浄土宗）관의 비교를 하면서 전문승（専門僧）이 하는 장

송이나 공양을 인한 가문 영속의 보증이라는 민중들이 들이댄 과제에 대한 대응이 근세의 유쯔넨부쯔 종파 교단이 

탄생한 과정에 있어 큰 원등력의 하나가 되지 않았는지라는 정망를 제시했다 . 


